


構造用ハイベストウッド
特長／概要

@ 筋かいやホールダウン金物との取り合い部分で受材に釘打ちができな
い場合や受材をかき込んだ場合には、釘打ちできなかった本数＋1 本
以上を周辺に増し打ちしてください。

7.木造軸組工法 (受材仕様 )の施工仕様
@ 受材仕様は壁倍率 2.5 です。壁倍率 4.0 は直張り仕様のみなのでご

注意ください。
@ 構造用ハイベストウッドはクロス下地ではありません。
〈下地組〉
@ 柱及び横架材は直張り仕様と同様に施工してください。
@受材仕様では間柱が30×60mm 以上（継手部分は45×60mm 以上）

としてください。
@ 受材は断面寸法 30×40mm 以上とし、N75（CN75）以上の釘を

300mm 以内の間隔で柱及び横架材に直接取り付けてください。
@ ハイベストウッドの上下の継手となる位置が胴差等の横架材以外となる

場合には、45×60mm 以上の継手受材を取り付けてください。
@ 柱頭、柱脚は壁倍率に応じた接合方法に従い、確実に固定してください。
〈受材仕様の構造用ハイベストウッドの施工〉
@ 構造用ハイベストウッドは柱、土台、桁等に取り付けた受材と、間柱に対

して釘打ちします。
@ 釘は N50 又は CN50 を使用して、外周部 100mm 以内、中通り

200mm 以内の間隔で釘打ちしてください。
@ 柱や横架材と構造用ハイベストウッドの間には、2 〜 3mm 程度の隙間

をあけて施工してください。構造用ハイベストウッドの継手も2 〜 3mm
の間隔をあけてください。

〈受材真壁・床勝ち仕様の構造用ハイベストウッドの施工〉
@ 構造用ハイベストウッドは柱、桁、床下地材等に取り付けた受材と、間柱

に対して釘打ちします。
@ 釘は N50 又は CN50 を使用して、外周部 100mm 以内、中通り

200mm 以内の間隔で釘打ちしてください。
@ 柱や横架材と構造用ハイベストウッドの間には、2mm程度隙間をあけて

施工してください。床部分は床下地材との間を5mm 程度あけてください。

@ 構造用ハイベストウッドの継手は 2 〜 3mm の間隔をあけてください。
@ 筋かいやホールダウン金物との取り合い部分で受材に釘打ちができな

い場合や受材をかき込んだ場合には、その本数＋1 本を周辺に増し打
ちにしてください。

8.木造軸組工法 (受材真壁・床勝ち仕様 )の施工仕様
@ 受材真壁・床勝ち仕様は、床部分の受材を横架材等に打ち付けられ

た床下地上に取り付ける受材仕様です。
@ 受材真壁・床勝ち仕様は壁倍率 2.5 です。壁倍率 4.0 の施工仕様は

ありませんので、ご注意ください。
@ 受材真壁の施工仕様なので、構造用ハイベストウッドが真壁となるよう

に施工してください。
@ 受材仕様とは、受材を固定する釘の間隔が異なります。受材真壁・床

勝ち仕様では、受材を固定する釘の間隔は200mm以内としてください。
@ 構造用ハイベストウッドはクロス下地ではありません。
〈下地組〉
@ 柱及び横架材、床部分以外の受材は受材仕様と同様に施工してくだ

さい。
@ 間柱の断面寸法は 30×60mm以上（継手部分は 45×60mm以上）

としてください。
@ 受材の断面寸法は 30×40mm 以上としてください。
@ 柱及び桁部分の受材は、N75または CN75以上の釘を用いて200mm
　 以内の間隔で直接釘打ちしてください。
@ 柱頭、柱脚は壁倍率に応じた接合方法に従い、確実に固定してください。
@ 床下地材には厚さ35mm 以下の、構造用合板などの木質材料を使用

してください。
@ 床下地材の施工は、厚みに応じた長さの N 釘または CN 釘を用い

て施工してください。また、床下地材の釘打ち間隔は 150mm 以下で
横架材等に打ちつけてください。（下表）

@ 床部分の受材は、床下地材ごしに N75 又は CN75 以上の釘を用いて
200mm 以内の間隔で釘打ちしてください。受材の厚さが 30mmを超える
場合は、受材厚さの2倍以上の長さのN釘又はCN釘を使用してください。

@ 構造用ハイベストウッドの上下の継手となる位置が、胴差等の横架材
以外となる場合には、45×60mm以上の継手受材を取り付けてください。

12# 以下

15#、18#

20# 〜 35#

釘の種類・長さ床下地材厚さ

N50 又は CN50

N65 又は CN65

N75 又は CN75

釘打ち方法

横架材等に 150# 以下の
間隔で釘打ちする
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■参考：木造軸組工法の柱頭、柱脚の金物補強について
(平成 12年建設省告示第 1460号 )

　平成 12 年 6 月の建築基準法の改正で、耐力壁の仕様ごとに、柱と横
架材の接合仕様が定められました。告示では壁倍率 0.5〜 4.0までの仕
様が例示されていますが、壁倍率が高い材料では倍率に見合った強固な
緊結方法が必要となっています。
　これは、部分的に高い壁倍率を用いて耐力を確保した設計では、その
部分に力が集中して柱の引き抜きが起こるという被害が近年の大地震で
多く発生した結果を受けての規定です。継手仕口はボルト締め、金物打
ち等でその部分の存在応力を伝えるように緊結します。具体的に構造用
ハイベストウッド施工時の各部位に応じた仕様を下表に記載しました。
　平成 12 年建設省告示第 1460 号の仕様表、又は接合金物を選択す
るための算定式から、壁倍率に応じた適切な接合金物を選択してください。

計算は張り間及びけた行の各方向について行い、大きな方の値を採用す
る。2階建ての1階部分の柱については、2階部分の柱の仕口の仕様と
同等以上とする。

①平成 12年建設省告示第 1460号の仕様表

表　接合部の仕様

長ほぞ差し込み栓打ち若しくは厚さ 2.3#の L字型の鋼板添え板を、柱及び横架材に対して
それぞれ長さ 6.5cmの太め鉄丸くぎを 5本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合
方法としたもの

厚さ 2.3#の T字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架材にそれぞれ長さ 6.5cmの太め鉄丸
くぎを 5本平打ちしたもの若しくは厚さ 2.3#の V字型の鋼板添え板を用い、柱及び横架
材にそれぞれ長さ 9cmの太め鉄丸くぎを 4本平打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接
合方法としたもの

厚さ 3.2#の鋼板添え板に径 12#のボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径 12#の
ボルト締め及び長さ 50#、径 4.5#のスクリュー釘打ち、横架材に対して厚さ 4.5#、
40#角の角座金を介してナット締めしたもの又は厚さ 3.2#の鋼板添え板を用い、上下階
の連続する柱に対してそれぞれ径 12#のボルト締め及び長さ 50#、径 4.5#のスクリュー
釘打ちとしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの

厚さ 3.2#の鋼板添え板を用い、柱に対して径 12#のボルト 2本、横架材、布基礎若しく
は上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径 16#のボルトを介して緊結
したもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの

厚さ 3.2#の鋼板添え板を用い、柱に対して径 12#のボルト 3本、横架材（土台を除く）、
布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径 16#のボルト
を介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの

厚さ 3.2#の鋼板添え板を用い、柱に対して径 12#のボルト 4本、横架材（土台を除く）、
布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径 16#のボルト
を介して緊結したもの又はこれと同等以上の接合方法としたもの

(と )に揚げる仕口を 2組用いたもの

（ろ）

（は）

厚さ 3.2#の鋼板添え板に、径 12#のボルトを溶接した金物を用い、柱に対して径 12#
のボルトを締め、横架材に対して厚さ 4.5#、40#角の角座金を介してナット締めしたもの、
若しくは厚さ 3.2#の鋼板添え板を用い、上下階の連続する柱に対しそれぞれ径 12#のボ
ルト締めしたもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの

（に）

（ほ）

（へ）

（と）

（ち）

厚さ 3.2#の鋼板添え板を用い、柱に対して径 12#のボルト 5本、横架材（土台を除く）、
布基礎若しくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径 16#のボルト
を介して緊結したもの又はこれらと同等以上の接合方法としたもの

（り）

（ぬ）

短ほぞ差し及びかすがい打ち又は同等以上

長ほぞ差し込み栓又はかど金物 CP-L又は同等以上
山型プレート VP又はかど金物 CP-T又は同等以上
羽子板ボルト又は短ざく金物又は同等以上 (スクリューくぎなし )

羽子板ボルト又は短ざく金物又は同等以上 (スクリューくぎあり )

引き寄せ金物 HD-B10(S-HD10)又は同等以上
引き寄せ金物 HD-B15(S-HD15)又は同等以上
引き寄せ金物 HD-B20(S-HD20)又は同等以上
引き寄せ金物 HD-B25(S-HD25)又は同等以上
引き寄せ金物 HD-B15(S-HD15)× 2個又は同等以上

0
0.65以下
1.0以下
1.4以下
1.6以下
1.8以下
2.8以下
3.7以下
4.7以下
5.6以下

Nの値 必要耐力 継手・仕口の仕様
0KN
3.4KN
5.1KN
7.5KN
8.5KN
10.0KN
15.0KN
20.0KN
25.0KN
30.0KN

（い）
（ろ）
（は）
（に）
（ほ）
（へ）
（と）
（ち）
（り）
（ぬ）

②�算定式による接合金物の選定 (N値計算 ) 
※「平成 12年 6月 1日施行　改正建築基準法 (2年目施行 )の解説より」
　A）�平屋建ての場合、若しくは2階建ての部分における2階の柱の場合
　　  �N ＝ A1 × B1 − L�

N	 ：表に規定するNの数値
　　  A1	 ：�当該柱の両面における軸組の倍率の差（片側のみ軸組が取り付く場合には、

当該軸組の倍率）の数値
　　  B1	 ：�周辺の部材による押さえ（曲げ戻し）の効果を表す係数で、出隅の柱におい

ては0.8、その他の柱においては0.5とする
　　  L	 ：�鉛直荷重による押さえの効果を表す係数で、出隅の柱においては0.4、その

他の柱においては0.6とする

　B）�2 階建ての部分における1階の柱の場合
　　  �N ＝ A1 × B1 ＋ A2 × B2 − L�

N	 ：表に規定するNの数値

　　  A1、B1	 ：�A）式の場合と同じ
　　  A2	 ：  �当該柱に連続する2階柱の両側における軸組の倍率の差（片側のみに軸

組が取り付く場合には当該軸組の倍率）の数値
　　  B2	 ：�   2 階の周辺部材による押さえ（曲げ戻し）の効果を示す係数で、出隅の柱に 
                          おいては0.8、2 階のその他の柱においては0.5とする
　　  L	 ：�鉛直荷重による押さえの効果を表す係数で、出隅の柱においては1.0、その

他の柱においては1.6とする

(
(

柱の位置

構造用
ハイベスト
ウッド

平屋または最上階 その他の部分 (2階建ての 1階部分 )

上階の柱が出
隅の柱であり、
当該階の柱が
出隅の柱でな
い場合

上階及び当該
階の柱が共に
出隅の柱の場
合

出隅の柱 その他の軸組
端部の柱

上階及び当該
階の柱が共に
出隅の柱でな
い場合

壁倍率 4.0倍
壁倍率 2.5倍

(ぬ )
(ち )

(と )
(ほ )

(に )
(ろ )

(ち )
(へ )

(と )
(は )

構造用ハイベストウッド

17 建築確認申請時に必要な弊社商品の各種認定証をダウンロードすることもできます。ネット検索は ノ ダ 検　索
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柱

羽子板ボルト（M12）

M12ナット締め
及びスクリュー釘打ち
（ZS50）

横架材

柱

羽子板ボルト（M12）
M12ナット締め
及びスクリュー釘打ち
（ZS50）

M12ナット締め
及びスクリュー釘打ち
（ZS50）

横架材

柱

柱

羽子板ボルト（M12）

M12ナット締め
及びスクリュー釘打ち
（ZS50）

横架材

柱

羽子板ボルト（M12）
M12ナット締め
及びスクリュー釘打ち
（ZS50）

M12ナット締め
及びスクリュー釘打ち
（ZS50）

横架材

柱

■壁、又は筋かいの取り付く柱と横架材の仕口

（ろ）長ほぞ差し込み栓打ち

（は）かど金物 (CP・T)
　　柱・横架材にそれぞれ 5-CN65

（ろ）かど金物 (CP・L)
　　柱・横架材にそれぞれ 5-CN65

（ほ）羽子板ボルト (M12)
　　柱に対しM12及びスクリュー釘打ち、
　　横架材に対し角座金を介しボルト締め

（ち）ホールダウン金物 (HD・B20)
　　柱に対し 4-M12、横架材にM16

（ほ）短ざく金物 (M12)
　　上下階の柱に対しそれぞれ
　　六角ボルト (M12)締め

（は）山型プレート (VP)
　　柱・横架材にそれぞれ 4-ZCN90

柱

込み栓

柱
込み栓

横架材

柱

土台

かど金物（CP・T）

柱

かど金物（CP・T）

横架材

柱

土台

かど金物（CP・L）

柱

かど金物（CP・L）

横架材

柱

土台

柱
山型プレート（VP）

横架材

山型プレート（VP）

ボルト 4本

（へ）ホールダウン金物 (HD・B10)
　　柱に対し 2-M12、横架材にM16

ボルト 2本

構造用ハイベストウッド
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@表 1

	 	 	 倍　　率
	 (1 )
	 	 	 0.5
	 	

	
(2 )

	 	
1

	 (3 )	
	 	 	 1.5
	 (4 )	
	 	 	 2

	 (5 )	 	 3

	 (6 )	 	 (2)から(4)までのそれぞれの数値の 2 倍

	 (7 )	 	 5

	 (8 )	 	 0.5から 5 までの範囲内において建設大	
	 	 	 臣が定める数値

	 (9 )	 	 (1 ) 又は (2 ) のそれぞれの数値と (2 ) ら	
	 	 	 (6 ) までのそれぞれの数値との和

建築基準法施行令第 46条第 4項
階数が 2以上又は延べ面積が 50$を超える木造の建築物においては、第 1項の規定によって各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、そ
れぞれの方向につき、次の表 1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計を、その階の床面積（その階又は上
の階の小屋裏、天井裏その他これに類する部分に物置を設ける場合にあっては、当該物置の床面積及び高さに応じて建設大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積）に次の
表 2に掲げる数値（特定行政庁が令第 88条第 2項の規定によって指定した区域内における場合においては、表 2に掲げる数値のそれぞれ 1.5倍とした数値）を乗じて得た数値以上
で、かつ、その階（その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。）の見付面積（張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ）からその階の床面から
の高さが 1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表 3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、建設大臣が定める基準に従って設置しなければならない。

軸　　組　　の　　名　　称

土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付け
た壁を設けた軸組

木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設け
た軸組

厚さ 1.5cm以上で幅 9cm以上の木材又は径 9#以上の鉄筋の筋かいを入
れた軸組

厚さ 3cm以上で幅 9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組

厚さ 4.5cm以上で幅 9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組

9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組

(2 ) から (4 ) までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組

(5 ) に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組

その他 ( 1 ) から ( 7 ) までに掲げる軸組みと同等以上の耐力を有するもの
として建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受け
たもの

( 1 ) 又は ( 2 ) に掲げる壁と ( 2 ) から ( 6 ) までに掲げる筋かいとを併用し
た軸組

■壁量計算の方法
　壁量計算は床面積に対する計算と、見付面積
に対する計算の 2種類の計算を行って比較し、
大きい数値が必要壁量となります。床面積に対
する計算で求められるのは耐震に必要な壁量、
見付面積に対する計算で求められるのは耐風圧
力に必要な壁量となっています。

1. 床面積に対する必要壁量
１）2階建の 1階部分：
　　1階の床面積×階の床面積に乗ずる数値＝イ

　　（表 2の該当する項目の乗ずる数値）
２）2階建の 2階部分：
　　2階の床面積×階の床面積に乗ずる数値＝ロ
　　　　　（表 2の該当する項目の乗ずる数値）

平 12建告示
第 1460号規定N値算出規定

ほ

ろ

と

に

は

へ

り

ほ

ろ

と

ち

は

と

ぬ

① 2.5× 0.8− 0.4＝ 1.6
② 2.5× 0.5− 0.6＝ 0.65
③ 4.0× 0.8− 0.4＝ 2.8
④ (4.0− 2.5)×0.5＋ 2.5×0.8−1.6＝1.15
⑤ 2.5× 0.5＋ 2.5× 0.5− 1.6＝ 0.9
⑥ 4.0× 0.5＋ 2.5× 0.5− 1.6＝ 1.65
⑦ 4.0× 0.8＋ 2.5× 0.8− 1.0＝ 4.2

壁倍率 4.0と 2.5を併用した場合には、算定式によって接合金物を決めることで、経済的な金物選
択ができる場合もあります。

③�柱接合金物選択例�
4.0倍と 2.5倍の併用の場合

３ ４ ５ ６ ７

１２２１

壁倍率
４．０倍

壁倍率
２．５倍

壁倍率
４．０倍

壁倍率
２．５倍

壁倍率
２．５倍

開口部

開口部
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区　　　　　　域

@表 2

@表 3

建　築　物

令第 43条第1項の表の（1）
又は（3）に掲げる建築物※
令第43条第1項の表の（2）
に掲げる建築物※

階の床面積に乗ずる数値 (単位 cm/$)

階 数 が 1 の
建築物

階 数 が 2 の
建築物の 1階

階 数 が 2 の
建築物の 2階

階 数 が 3 の
建築物の 1階

階 数 が 3 の
建築物の 2階

階 数 が 3 の
建築物の 3階

15

11

33

29

21

15

50

46

39

34

24

18

見付面積に乗ずる数値 (単位 cm/$)

特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮
してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域

50 を超え、75 以下の範囲内において特定行政庁が
その地方における風の状況に応じて規則で定める数値

（1）に掲げる区域以外の区域 50

（1）

（2）

@参考図　　　2階建モデル住宅

■必要壁量の計算方法 (軸組計算法 )

B2

B'2

B1

1.35m

1.35m

2階床面

1階床面

けた行方向

1階床面積

2階床面積

張
り
間
方
向

A
2

A
'2

A
1

1.35m

1.35m

木造建築物の軸組の設置の基準を定める件
（平成 12年建設省告示 1352号）
建築基準法施行令第 46条第 4項の規定に基づき、木造建築物の軸組の設置の基準
を次のように定める。
建築基準法施行令（以下「令」という。）第 46条第 4項に規定する木造建築物にお
いては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令 82
条の 3第二号に定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及び
けた行方向の偏心率が 0.3以下であることを確認した場合においては、この限りで
ない。
一　�各階につき、建築物の張り間方向にあってはけた行方向の、けた行方向にあ

っては張り間方向の両端からそれぞれ 1/4の部分（以下「側端部分」という。）
について、令 46条第 4項の表 1の数値に側端部分の軸組の長さを乗じた数値
の和（以下「存在壁量」という。）及び同項の表 2の数値に側端部分の床面積
（その階又は上の階の小屋裏、天井裏、その他これに類する部分に物置等を設
ける場合においては、平成 12年建設省告示第 1351号に規定する数値を加え
た数値とする。）を乗じた数値（以下「必要壁量」という。）を求めること。
この場合において、階数については、建築物全体の階数にかかわらず、側端
部分ごとに独立して計算するものとする。

二　�各側端部分のそれぞれについて、存在壁量を必要壁量で除した数値（以下「壁
量充足率」という。）を求め、建築物の各階における張り間方向及びけた行方
向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値
（次号において「壁率比」という。）を求めること。

三　�前号の壁率比がいずれも、0.5以上であることを確かめること。ただし、前
号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも 1を超える場合に
おいては、この限りではない。

2. 見付面積に対する必要壁量
１）2階建の 1階部分
　①張り間方向の必要壁量
　　けた行方向の見付面積
　　（B1＋ B2 ＋ B’2）× 50 ＝ハ
　　　　　　　　（表 3（2）の乗ずる数値。以下同じ）
　②けた行方向の必要壁量
　　張り間方向の見付面積
　　（A1＋A2＋ A’2）× 50 ＝ニ
２）2階建の 2階部分
　①張り間方向の必要壁量
　　けた行方向の見付面積
　　（B2）× 50 ＝ホ
　②けた行方向の必要壁量
　　張り間方向の見付面積
　　（A2）× 50 ＝ヘ
3. 建築物の必要壁量
　1、2 で求めた床面積に対する必要壁量と見付面積に対する必要
壁量を比較して、各階の必要壁量を求めます。
１）2階建の 1階部分の必要壁量
　　張り間方向…イとハを比較して大きい方の数値
　　けた行方向…イとニを比較して大きい方の数値
２）2階建の 2階部分の必要壁量
　　張り間方向…ロとホを比較して大きい方の数値
　　けた行方向…ロとヘを比較して大きい方の数値

この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、
算入しないものとする。
※�令第 43条第 1項の表の (1)は土蔵造等で壁の重量が特に大
きい建築物、(2)は (1)以外で金属板等の軽い材料で屋根を
ふいた建築物。(3)は (1)、(2)以外の建築物（日本瓦等の
重い材料で屋根をふいた建築物等）。

4. 釣合いのよい配置
　平成 12 年の建築基準法の改正によって、従来の壁量計算に加え
て耐力壁の配置についても基準が設けられました。

■告示に記載された耐力壁の配置の検証方法
①検討する方向別に平面を4分割する
　　　↓
②�分割された両端の部分（「側端部分」
という）に存在する壁量を計算する

　　　↓
③�側端部分の必要壁量を床面積から計
算する

　　　↓
④�各側端部分のそれぞれについて、存
在壁量を必要壁量で除した数値「壁
量充足率」を求める

　　　↓
⑤それぞれの側端部分の壁量充足率が1を超えるか
　→超えていればOK
　　　↓
⑥�側端部分のうち、いずれかの壁量充足率が 1以下の場合は、小さい方
の数値を大きい方で除した数値（壁率比）を求める

　　　↓
⑦壁率比が0.5 以上か
　→ 0.5 以上ならOK

側端部分

側端部分

側
端
部
分

側
端
部
分

※ �4等分した境界線上の耐力壁は、
計算に算入することができます。

構造用ハイベストウッド
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11
29

15

46

34

18

軽い屋根葺建物の場合の各階床面積に乗ずる数値 (cm／$)(建築基準法施行令第 46条より )

○単体で壁倍率 4.0倍取得製品です
各階の数値×床面積が地震力に対する必要壁量となります。2階建ての
1階部分、3階建ての1階・2階部分では必要壁量が大きくなります。

○設計の自由度が増します

@設計例に用いた間取りの必要壁量
　地震力に対する必要壁量：�	1階床面積 57$→	1,653cm　	安全率 1.5→ 2,479.5cm
�	 2階床面積 53$→	 795cm	    安全率 1.5→ 1,192.5cm
　風圧力に対する必要壁量：建物の高さと形状により決定（省略）

@壁倍率 2.5を中心とした設計

必要壁量を満たしつつ、バランス良く耐力壁を配置するために、1階部分
の一部で筋かい併用（2.5 ＋ 1.5）や内部で両面張り（2.5＋2.5）が必要
になります。

@壁倍率 4.0 倍を活用した設計（2階部分は変更なし）

1階部分を壁倍率 4.0 倍、2階部分を壁倍率 2.5 倍として併用することで、
間仕切り壁を耐力壁とする必要がなくなります。将来、リフォームを行う場
合には、内部耐力壁がないため間取りの変更等も容易になります。
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1階　　�X方向壁量：2,600cm	
Y方向壁量：2,900cm

2階　　�X方向壁量：1,750cm	
Y方向壁量：1,750cm

1階　　�X方向壁量：3,000cm	
Y方向壁量：3,000cm

2階　　�X方向壁量：1,750cm	
Y方向壁量：1,750cm
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安全に関するご注意 製品を正しく施工していただき、施工者自身や、他の人々への危害や損害を未然に防ぐための注意事項です。
安全に関わる重要な事項ですので、必ずお守りください。

準備編

施工編

施工編

設計・施工上の禁止事項

警告

警告

注意

・構造用ハイベストウッドは、標準設計・施工資料に従って、正しく施工してください。間違った施工をしますと、思わぬ事故や、ケガを
　する原因となります。
・安全を考慮した服装と、ヘルメット等の適切な保護具を着用して施工してください。
　守らないと、思わぬ事故や、ケガをする原因となります。
・運搬、搬入時で、クレーン操作をする場合には、クレーン、玉掛けの資格が必要です。無資格者が操作などすると、事故やケガの原因と
　なります。また、フォークリフトでの運搬なども同様です。

・自動釘打ち機を使用する場合、釘打ち面の裏側に人がいないこと、また下地の位置を確認してから施工してください。万が一、釘が突き抜   
  けた場合、思わぬケガをする恐れがあります。
・耐力壁部分は、釘種類、ピッチ、釘打ち位置を守らないと、所定の強度が確保できません。また、釘頭がめり込み過ぎないように、釘打ち  
  をおこなってください。

構造用ハイベストウッドは、木造住宅用の構造用面材です。それ以外の用途には、使用しないでください。
以下の施工は、事故やトラブルを引き起こす場合がありますので、ご遠慮願います。

・構造用ハイベストウッドの切断時には、木粉及び木屑が発生します。万一の健康被害の予防のため、適切な保護具のご着用をお願いします。
  　　吸い込んだ場合：気管支炎、喘息など呼吸器系の疾病の恐れ→マスク等の着用
  　　目に入った場合：角膜損傷などの視覚障害の恐れ→保護めがねの着用
  　　肌に付いた場合：かゆみ、皮膚炎などの恐れ→長袖の服の着用
・2 階部分など、1 階以上の階高に施工する場合、落下によりケガをする恐れのある位置には、人が入らないようにご注意ください。
・強風時は、長尺サイズの構造用ハイベストウッドを施工すると、合板などと同様に風圧を受け思わぬ力がかかる事がありますので、強風時        
  の施工にはご注意ください。
・仮置き時など、立てかけると、倒れたり落下する事で、ケガや物損が生じる場合があります。仮置き時でも、平置きにするなど、安全に   
  ご配慮ください。

構造用ハイベストウッドを基礎に埋め込んだり、基礎と直接触れると、毛細管現象により、水が浸入する場合があります。
構造用ハイベストウッド、土台などへの水分の吸収によって、腐朽、凍害強度劣化する要因になります。

給湯器、エアコン室外機など、設備機器を構造用ハイベストウッドに、直接取り付けできません。必ず、柱等の軸組か、
下地材に取り付けてください。

クロス下地材や、内装塗り仕上げの下地材としての使用はできません。クロスが切れ、シワ、塗り上げの亀裂などが発
生する事があります。

構造用ハイベストウッドのみの部分で外装材の留め付けはできません。必ず、柱等の軸組か、下地材の部分で取り付け
てください。また、窯業系サイディング等の直張りも禁止です。通気工法を採用してください。

構造用ハイベストウッドは、木造住宅構造用の耐力面材です。床下地、野地板としてのご使用はできません。直接荷重
がかかったり、人が乗る部分での施工は、思わぬ事故やトラブルを引き起こすことがあります。

基礎モルタルへの埋め込み施工。

外装材の留め付け。

内装下地材としての施工。

床下地、野地板としての使用。

設備などの取り付け。

表示マークについて

警告

注意

禁止

強制

この表示は、使用者が製品の取り扱いを間違った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される内容です。

この表示は、使用者が製品の取り扱いを間違った場合、傷害を負うことが想定される場合、または、物的な損害の発生が想定される内容です。

この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

この表示は、必ず守っていただく「強制」の内容です。

ご注意 守らなかった場合、住宅の性能が担保できない恐れや、施工ができなくなるなどの影響の発生が想定できる内容です。

必ず守る

禁止

必ず守る

必ず守る

必ず守る

禁止




